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動画番号 

Ａ 

題名 

「主体的・対話的で深い学び」について 

ねらい 
学習指導要領に示された「主体的・対話的

で深い学び」について理解を深める。 所要時間 

（10）分 

動 画（10）分 

演 習（  ）分 

準備物  まとめ（  ）分 

 

パワーポイント 説明 

  

 

 

研修動画 Aは、「主体的・対話的で深い学び」につ

いてです。 

本研修のねらいは、学校全体で授業改善に取り組

むために、学習指導要領に示された主体的・対話的で

深い学びについて理解を深めることです。 

 

新しい学習指導要領の理念として、「社会に開かれ

た教育課程」がキーワードとなっています。つまり、

「学校教育は、社会とつながっている。よりよい学校

教育を通じてよりよい社会を創る」という意識が必

要です。 

そのために、「学習指導要領等の枠組みの見直し」、

「カリキュラムマネジメント」、そして、「主体的・対

話的で深い学び」の実現が求められています。 

 

今回の改訂では、「何を学ぶか」という学習内容等

の検討とともに、「どのように学ぶか」という学びの

改善の視点が重視されています。「何を教えるか」か

ら「どのように学ぶか」という、「ティーチング」か

ら「ラーニング」への転換が求められており、その学

びの改善の視点として、「主体的・対話的で深い学び」

がクローズアップされています。 



 

こちらは、育成を目指す資質・能力の三つの柱の部分で

す。これからの子どもたちは、「知識・技能」だけでなく、

「理解していること・できることをどう使うか」という「思

考力・判断力・表現力等」、「どのように社会・世界と関わ

り、よりよい人生を送るか」という「学びに向かう力・人間

性等」、これら全てを、総合的に育んでいくことが、一層必要

となってきます。このために、主体的・対話的で深い学びが

必要であり、これを実現するための両輪が、「アクティブ・ラ

ーニング」の視点による授業改善と、「カリキュラム･マネジ

メント」の充実であるとされています。 

 

それでは、「主体的・対話的で深い学び」の実現に

向けた授業づくりについて考えてみましょう。 

「主体的な学び」の実現のためには、「見通し」を

持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を「振り返

って」次につなげるという視点が必要です。 

 

子どもが「見通し」を持って積極的に学習に取り組

めるようにするためには、学習のねらいを明確にし

たり、学習の最後に、自らの学習を「振り返り」意味

付けさせたりすることによって、しっかりと自分で

自分の学びを捉えさせることが重要です。 

 

「対話的な学び」の実現には、「身に付けた知識・技能

の定着」を図るとともに、「物事の多面的で深い理解」の

ために、「多様な表現を通じて、教職員と子供や、子供同

士が対話」することによって「思考を広げ深めていくこ

と」が求められます。「先哲の考えを手掛かりに」とある

ように、書物との対話、自分自身との対話も大切です。 

また、「対話的な学び」は、これまでの学習指導要領で

も示されていた「言語活動の充実」との共通点がありま

す。言語活動の充実は引き続き重要です。 

 

アクティブラーニングを意識した対話は、「言いっ

ぱなし」「聞きっぱなし」ではなく、知識や経験等を

関連付けることを促した「聞き合い、学び合い、高め

合い」を、意識したものである必要があります。他者

の発言を受け入れる姿勢を育てること、異なる意見

もメリットになるという理解をすることや、力を合

わせると、一人で考えるより、いいものができるとい

う経験を積むことが大切です。 



 

今回の学習指導要領の改訂で、全ての教科等で整

理されているのが、各教科等の特質に応じた「見方・

考え方」です。「深い学び」実現のためには、「見方・

考え方」を、習得・活用・探究という学びの過程の中

で働かせることを通じて、より質の高い深い学びに

つなげることが重要です。 

 

そこで、「深い学び」の実現のために、「知識の関連付け」

を意識しましょう。一つ一つの知識は「活用すること、丁寧

に振り返ること」でつながっていきます。そして、繰り返し

「活用・発揮する」場面を用意することで「深い学び」が実

現します。授業の中で子どもが自分の考えを発言し、友達の

発言を丁寧に聞き取り、また自分の考えを伝えていく。さら

に、授業の中で、文字言語を使って、自分の考えを丁寧に振

り返り、熟考する場面も大切です。 

深い学びを実現させるために、「教える場面」と「子ども

たちに思考・判断・表現させる場面」を効果的に設けて、指

導することが求められています。つまり、「深い学び」の実

現には、当然のことですが「教える場面」も大切だというこ

とです。話し合うためのベースになる「知識」が必要だから

です。基礎・基本のないところに、よりよい思考・判断・表

現は生まれません。そういう意味でも、「教える場面」と「思

考・判断・表現させる場面」のバランスや、 「意図した仕掛

け」 が大切になります。 

 

今回の学習指導要領の改訂で、学びの「深まり」の鍵とな

るものとして「見方・考え方」が示されています。「見方・考

え方」とは、「大人になって生活していくに当たっても重要

な働きをするもの」、「教科等を学ぶ本質的な意義の中核をな

すもの」として、「各教科等の教育と社会をつなぐもの」と

「中教審答申」で示されています。ここで、気を付けておき

たいことは、見方は「どのように捉えるか」という教科固有

の対象を捉える視点、考え方は「どのようにせまり関わるか」

という教科固有のアプローチのしかた、プロセスであって、

「見方・考え方」それ自体は資質・能力には含まれるもので

はない、すなわち、「見方・考え方」は、あくまでも、「資質・

能力」を育成していく上で活用すべき視点・考え方であると

いうことです。ですから、各教科等で「資質・能力がさらに

伸ばされ、新たな資質・能力が育成」されていくために、各

単元等で目指す「資質・能力」を明確にすることが大切です。 

 

主体的・対話的で深い学びを授業の中で実現する

ために、授業者として提供したい雰囲気についてま

とめました。子どもたち個々が持っている知識や体

験、考え方は、それぞれ異なります。それらを共有し

ながら全体で考え方を深めるためには、自分を表現

しやすい雰囲気作りが必要です。 



 

「主体的・対話的で深い学び」は、１単位時間の授業の中

で全てが実現されるものでは、ありません。 

単元や題材のまとまりの中で、主体的に学習に取り組めるよ

うに学習を「見通す」場面、学習を「振り返って」自身の学

びや、変容を自覚できる場面、ペアやグループなどで「対話」

し考えを深める場面、また、「子どもが考える」場面と「教

員が教える」場面などを、「どこに設定するか」「どのように

組み立てるか」といった点を意識して、「深い学び」の実現

を目指していただきたいと思います。つまり、これまでもし

てきたことを、子どもたちの学びの姿をイメージしながら、

改めて意識して、ここは「教える」場面、ここは「考える」

場面という「設定」を、しっかりと考えることが、授業改善

のキーになります。すなわち、主体的・対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善を考えることは、単元等の構成をどう

するか、デザインを考えること、「学びの地図」を考えるこ

と、と言えます。 

 

参考文献・参考資料です 

 

 

 

さて、本日の研修のねらいは、達成できたでしょう

か。 

先生方お一人だけで、実現することが難しい場合

もあると思います。ぜひ、職員室で、違う学年の先生

や担当教科が違う先生とも普段からどんどん話をし

て、教師も「主体的・対話的で深い学び」を起こし、

学校全体で取り組んでいきましょう。 

お疲れさまでした。 

 

 

 

 


